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4 月から始まる「産休期間中の 

社会保険料免除制度」 
 

◆4 月から制度スタート 
仕事と子育ての両立支援を図るため、

産前産後休業（原則、産前 42 日・産後

56 日）を取得した場合、育児休業の場

合と同 様 に社 会 保 険 料の免 除 が受け

られるようになります（被保険者分およ

び事業主分）。 
この制度の対象者は、今年 4 月 30

日 以 降 に産 前 産 後 休 業 が終 了 となる

方で、4 月分以降の保険料から免除の

対象となりますので、社内で周知してお

くことが必要でしょう。 
 

◆書類の提出時期・提出先  
事 業 主による届 出 書 類の提 出 時 期

は「被保険者から申出を受けた時」、提

出先は「事業所の所在地を管轄する年

金事務所」とされています。 
今後 公表される「健康保 険・厚生 年

金保険  産前産後休業取得者申出書」

を、「窓 口 への持 参 」「郵 送 」「電 子 申

請 」のうちいずれかの方 法 で提 出 しま

す。 
なお、添付書類は特に必要ないとの

ことです。 
 

◆標準報酬の改定  
産前産後休業終了後に報酬が下が

った場合、産前産後休業終了後の 3 カ

月間の報酬額を基にして、新しい標準

報酬月額を決定し、その翌月から標準

報酬が改定されます。 
この場合、会社が「産前産後休業終

了時報酬月額変更届」を提出しなけれ

ばなりませんが、産前産後休業を終了

した日の翌日から引き続き育児休業を

開 始 した場 合 には提 出 することができ

ません。 
 

◆その他の留意点  
被保険者が産前産後休業期間を変

更したとき、または産前産 後休 業終 了

予 定 日 の前 日 までに産 前 産 後 休 業 を

終了したときは、事業主は速やかに「産

前 産 後 休 業 取 得 者 変 更 （終 了 ）届 」を

提出する必要があります。 
育児休業期間中の保険料免除期間

と産前産後休業期間中の保険料免除

期 間 が重 複 する場 合 は、産 前 産 後 休

業 期 間 中 の保 険 料 免 除 が優 先されま

す。 
 
☆事務所より☆ 
先 日の大 雪 は民 家 の孤 立 、道 路の閉

鎖、物資不足等、多くの場面で影響が

ありました。自 然 災害 への備えの大 切

さを改めて実感しました。 
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